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水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価
(塩素酸)に関するの御意見・情報の募集結果について

御意見・情報の概要 専門調査会の回答

弊社で製造後、ローリーで納入しているユーザーの中にはポリ容
器に小分けしているお客様も含まれます（小分け業者）。次亜塩
素酸ソーダ中の塩素酸が経時変化で徐々に増加していくことを考
えると、（特に夏場、温度管理のできない倉庫等での保管）メー
カー出荷時にいくら基準をクリアーしても末端のユーザーに届く頃
には基準値をオーバーしてしまう可能性が否定できません。
上水道殺菌を目的としてお使いになられる浄水場のお客様の中
には経時変化を考慮し、短時間で使い切ることを目的に既に弊社
出荷時のロットを半分にできないだろうかと打診してきているお客
様もあります。
省エネ法等の規制からロットの増量をお願いしている最中逆行し
ていると感じます。ユーザーへの行政的指導もお願いしたく（低温
での保釈・希釈して保管する等）思います。

お寄せ頂いた次亜塩素酸の保管に関する御意見については、リ
スク管理機関に係る内容であることから、厚生労働省にお伝えし
ます。


